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計画策定の趣旨 （計画 P.1 掲載） 

 男女共同参画社会の実現に向け、国では、「男女共同参画社会基本法」をはじめ、「配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」や「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律」などを制定し、性別にかかわらず暮らしやすい社会づくりの取り組みをすすめています。 

 本市では、平成３０年年度に「深川市男女共同参画計画（第２次計画見直し版）」を策定し、

様々な分野における施策の展開を図ってきました。 

 こうした取り組みにより、男女共同参画に対する社会の意識は少しずつ変化してきていますが、

女性の多様な分野への参画や就労、ワーク・ライフ・バランス、DV、あらゆるハラスメント等、

この他にも多くの課題が残されています。 

 以上のことから、関連する法令のほか、社会経済情勢の変化や市民意識調査の結果などを踏ま

え、本市における男女共同参画社会の形成が一層加速されるよう、これまでの計画を見直し、「第

３次深川市男女共同参画計画」を策定するものです。 

 

計画の基本理念 （計画 P.2 掲載） 

 男女共同参画社会基本法に掲げている基本理念に沿って策定 

（１）人権の尊重 

（２）社会における制度または慣行についての配慮 

（３）政策等の立案及び決定への共同参画 

（４）家庭生活における活動と他の活動の両立 

（５）国際的協調  

  

計画の基本目標 （計画 P.3 掲載） 

 ３つの基本目標に沿った施策を展開することとします。 

基本目標Ⅰ  男女共同参画社会への意識づくり 

基本目標Ⅱ  あらゆる分野への男女共同参画の推進 

基本目標Ⅲ  生涯にわたる健康・福祉環境の整備 

 

計画の位置付け （計画 P.3 掲載） 

 この計画は、「第六次深川市総合計画」をはじめとする各種計画との整合性を図り、本市の男

女共同参画社会の実現に向けた基本目標、基本方向及び施策の内容について明らかにするもので

す。 

 この計画は「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に基づく策定であり、「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」）第６条第２項に基づく市町村推

進計画、及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「DV 防止法」）

第２条の３第３項に基づく市町村基本計画として位置づけます。   
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計画の期間 （計画 P.4 掲載） 

 令和５年度～令和１３年度 

  

計画の体系 （計画 P.6 掲載） 

 ３つの基本目標と、計画の基本方向を定め、取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な見直し内容  

 ＳＤＧｓや新型コロナウイルス感染症との関係を整理 

 改正女性活躍推進法など関連する法令内容を追加 

  女性の視点に立った防災・復興に関する内容を追加 

  市民意識調査の結果を反映 など 

基本目標        計画の基本方向      施策の基本方向 

(1) 計画の普及と進行管理 
(2) 市民団体及び国・北海道との連携

の強化 

１ 市民との協働による計
画の推進 

総合的な推進体制の整備 

２ 庁内推進体制の充実 (1) 庁内推進体制の充実 

Ⅲ 生涯にわたる健康・福
祉環境の整備 

１ 母性保護と生涯を通じ
た女性の健康支援 

(1) 母性の保護と母子保健の推進 

(2) 女性の生涯にわたる健康づくりの
推進 

２ 高齢者などが安心して
暮らせる環境の整備 

(1) 介護環境の充実 
(2) 安定した老後生活の支援と地域福

祉活動などの促進 

(3) ひとり親家庭の自立支援 

(1) ｢個｣を尊重した家庭教育の推進 

(2) 男女共同参画の視点に立った学校
教育の推進 

(3) 自立を支える生涯学習の推進 

２ 男女共同参画を育む教
育・学習活動の推進 

１ 男女共同参画の啓発
の推進 

【女性活躍推進計画】関連 

【ＤＶ防止基本計画】関連 

(1) 広報・啓発活動の推進 

(2) 情報収集・提供の充実 
(3) メディアにおける男女共同参画へ

の配慮 

Ⅰ 男女共同参画社会へ
の意識づくり 

(1) あらゆる暴力の根絶と被害者への
支援 

(2) 性の尊重についての認識の浸透 

３ 人権を尊重する認識の
浸透 

 【ＤＶ防止基本計画】関連 

(1) 市の審議会などへの女性の参画促
進 

(2) 女性の参画拡大に向けた社会的気
運の醸成 

１ 政策･方針決定過程な
どへの女性の参画の
拡大 

【女性活躍推進計画】関連 

Ⅱ あらゆる分野への男
女共同参画の促進 

２ すべての人がともに働
きやすい環境づくり 

【女性活躍推進計画】関連 

 

(1) 職場における男女共同参画の推進 
(2) 職業能力の向上と就業支援 

(3) 自営業などにおける女性の経営参
画などへの支援 

(4) 仕事と家庭生活の両立支援 

３ すべての人がともに
築く家庭生活･地域活
動の促進 

【女性活躍推進計画】関連 

(1) 家庭生活への男女共同参画の促進 

(2) 地域・社会活動における男女共同
参画の促進 

(3) 女性の視点に立った防災・復興 

(4) 国際的視野に立った男女共同参画
の推進 


